
 

 

 

 

 

八戸市超帰省応援事業お試し旅「私のすすめる八戸旅」 

企画競争実施要領 
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この要領は、八戸市が実施する「八戸市超帰省応援事業」の委託に係る企画競争（以下「企画競争」と

いう。）の実施及び契約締結において留意すべき事項を示したものであり、企画競争への参加を希望する

者は、以下の事項及び別紙「八戸市超帰省応援事業お試し旅「私のすすめる八戸旅」業務委託仕様書」（以

下「仕様書」という。）の内容を承知の上、必要書類を提出するものとする。 

 

１．事業内容 

別紙「仕様書」のとおり 

 

２．選定数 

応募のあった企画提案を審査の上、1事業者を選定する予定。 

 

３．事業期間 

契約締結日から令和8年10月31日まで 

 

４．応募条件 

企画競争に参加する者は、参加申込時点において、八戸市内に本店又は支店等を有する者で、(1)ま

たは(2)の区分に応じた要件を全て満たす法人等（個人、法人又は任意の団体をいう。以下同じ。）とす

る。 

なお、複数者での参加も可能とし、その場合は(3)に留意すること。 

(1) 八戸市の令和 8・9 年度競争入札参加資格者名簿（工事種別、営業種目等は問わない）に登録され

ている者 

①地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 に該当しない者であること。 

②八戸市から指名停止を受けていないこと。 

③当該業務を的確に遂行できる能力を有する者であること。 

(2)(1)以外の者 

①地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定により、八戸市における一般競

争入札に参加できない者でないこと。 

②国及び地方自治体の指名停止措置を受けていない又は当該業務委託の契約締結までの間に受けな

い者であること。 

③会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）、民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）による手続きを行

っていない者であること。 

④市に納付すべき市民税、固定資産税、軽自動車税又は国民健康保険税を現に滞納していない者であ

ること。 

⑤八戸市の事務又は事業における暴力団排除措置の実施に関する要綱（平成 24 年 9 月 25 日実施）

の規定による排除措置要請を受け、当該状態が継続していない者であること。 

⑥当該業務を的確に遂行できる能力を有する者であること。 

(3)複数者で参加する場合の留意事項 

①共同で参加する複数者（以下「グループ」という。）の中からグループの代表となる法人等を定め、

当該法人等が本企画競争に係る手続きを行うこと。なお、当該法人等は当該グループでの責任割合

が最大であることを要する。 
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②グループを構成する全ての法人等が(1)①から②までの要件若しくは(2)①から⑤までの要件を満

たすこと。 

③グループとして、(1)③の要件を満たすこと。 

④本企画競争に単独で参加した法人等は、グループを構成する法人等になることはできない。 

⑤グループを構成する法人等は、他のグループを構成する法人等になることはできない。 

⑥委託予定者として選定された場合は、グループとして委託契約の相手方になること。 

 

５．事業費 

522,500 円（消費税及び地方消費税の額を含む）を上限とする。 

 

６．提案募集事務局 

八戸市総合政策部 若者活躍応援課 

所在地：〒031-8686 八戸市内丸一丁目 1 番 1 号 

電 話：0178-43-2319（直通）  FAX：0178-47-1485 

電子メールアドレス：waka@city.hachinohe.aomori.jp 

 

７．選定スケジュール 

期 日 内 容 

令和 8 年４月 6 日(月) 企画提案募集開始 

令和 8 年４月 13 日(月) 午後 5 時 質問受付期限 

令和 8 年 4 月 20 日(月) 午後 5 時 参加申込書 提出期限 

令和 8 年５月 8 日(金) 午後 5 時 企画提案書 提出期限 

令和 8 年５月 18 日(月) 選考結果の通知 

令和 8 年 5 月下旬 契約締結及び業務開始 

※日程については、変更することもある。その際は、応募者全員に事前に通知するものとする。 

 

８．応募手続 

(1)企画提案書作成等に関する質問の受付 

応募に関する質問について以下のとおりとする。ただし、企画提案書の作成、提出に必要な事項及

び業務実施に係る条件に限るものとし、評価及び選考に係る内容など、本業務の実施に必要ないと判

断される質問は受け付けしない。 

①受付期限 

令和 8 年 4 月 13 日(月) 午後 5 時（必着） 

②受付方法 

指定様式（様式第１号）により、電子メールにて「６．提案募集事務局」に提出すること。電話や

口頭、FAX、受付期間以外の質問は受け付けない。 

③回答方法 

質問者に電子メールにより直接回答するとともに、八戸市ホームページに掲載する。 

(2)参加申込 

参加を希望する者は、以下により、持参又は郵送の方法で「６．提案募集事務局」に提出すること。

持参の場合は、土日祝日を除く午前 8 時 15 分から午後 5 時まで、郵送の場合は最終日必着とする。 
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①受付期限 

令和 8 年 4 月 20 日(月) 午後 5 時（必着） 

②提出書類 

次の書類とし、グループでの参加の場合は、ア及びイの書類はグループで１部、それ以外の書類につ

いては、グループを構成する全ての法人等の分を提出すること。 

ア 参加申込書兼誓約書 様式第２号 

【グループでの参加の場合のみ】 

イ グループの規約、協定書等グループを構成する法人等の責任分担･責任割合が分かる

ものの写し 

（案の段階でも可とするが、委託予定者として選定された場合は、選考結果通知後速や

かに原本の写しを提出すること。） 

任意様式 

以下の書類については、八戸市の令和 8・9 年度入札参加資格者名簿（工事種別、営業種目

等は問わない）に登録されている法人等に係る分は不要とする。 
 

ウ 法人等の定款若しくは寄附行為又はこれらに類する書類の写し 

（法人以外の団体にあっては、団体の規約等） 
任意様式 

エ 企画競争参加申込に係る申立書（兼同意書） 様式第３号 

オ 貸借対照表及び損益計算書（直前の１事業年度分）の写し 

（法人以外の任意の団体にあっては、団体の収支決算書等、収支の状況が分かる書類

（直前の１事業年度分）） 

任意様式 

カ ・法人の場合： 

登記事項証明書（現在事項全部証明書） 

・個人又は任意の団体の場合： 

個人又は団体の代表者に係る市町村が発行する身分証明書 

※申請前３ヶ月以内に取得したもの。写し可。 

当該証明書 

 

(3)企画提案書の提出 

①企画提案書の記載要領 

別紙の仕様書に基づいた提案を求めるものとする。 

なお、企画提案書は指定様式（様式第４号）により、必要に応じて図等を用い、わかりやすく詳細

に記載すること 

②提出書類 

ア 企画提案書 

イ 業務実施体制調書（様式第５号） 

ウ その他企画提案に関連する書類 

エ 見積書（任意様式） ※消費税及び地方消費税抜きの金額とし、積算内訳も明示すること 

③提出部数 

７部（正本１部、写し６部） 

※提出書類は A４判縦（A３判横を折り込んで A４判縦とみなす）、横書き、左綴じとし、枚数は両

面印刷で 10 枚以内に収めること。 

④提出期限 

令和 8 年 5 月 8 日(金) 
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⑤提出方法 

持参又は郵送により「６．提案募集事務局」に提出すること。持参の場合は、土日祝日を除く午前 8

時 15 分から午後 5 時まで、郵送の場合は最終日必着とする。 

(4)参加辞退 

参加申込後に、参加を辞退する場合には、速やかに辞退届（様式第６号）を「６．提案募集事務局」

に持参又は郵送により提出すること。 

 

９．委託予定者の選考 

⑴選考会 

・企画競争選考会（以下、「選考会」という。）において、公正な選考を行うものとする。 

・企画提案者が 1 者のみの場合においても、選考を行うこととする。 

⑵採点方法 

・企画提案者から提出された書類を基に総合的に採点を行うものとし、評価点は採点者一人あたり 

100 点満点とする。 

・採点項目等は下表のとおりとする。 

採点項目 採点の観点 配点 

業務内容の理解度 仕様書を満たし業務の趣旨を理解した内容か。 30 

提案内容の具体性 
効果的かつ実施可能な内容か、八戸市ならではの魅力が体感できるも

のとなっているか。 
40 

実施計画 実施スケジュールは妥当か。 10 

実施体制 提案内容を確実に実施できる体制がとられているか。 10 

経費見積 必要な経費が適切に計上され、妥当な水準であるか。 10 

 

⑶選考方法 

・採点の結果、評価点の合計が満点の６割以上を獲得した企画提案者のうち、一番評価の高い者を委

託予定者として選定する。 

・評価点が同点の者が複数ある場合は、採点項目のうち業務内容の理解度と提案内容の具体性の得

点の合計が高い者を上位とする。その合計が同点の者が複数ある場合は、採点項目のうち経費見積

の得点が高いものを上位とする。 

⑷選考結果 

選考結果については、後日、企画提案者全てに文書で通知するとともに、市ホームページで公表す

る。なお、採点内容に関する質問には応じない。 

 

10．契約 

(1)見積徴取 

選考した委託予定者を本業務委託契約に係る随意契約の見積徴取の相手先とするとともに、企画

提案書の内容に基づき、業務内容の詳細や業務の遂行に必要な具体的履行条件など詳細について協

議と調整を実施するものとする。 

なお、協議の結果、合意に至らない場合かつ次点順位者がある場合は、当該次点順位者と契約締結

に向けた協議を行う（次点順位者以降についても同様の取扱いとする。）。 
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(2)契約の締結 

契約に向けた協議の結果、合意に至り、かつ業務受託候補者から見積書を徴し、予定価格以内の場

合、法令等に則り契約を締結する。 

企画提案の内容については、業務委託を実施する際に市と協議の結果、変更されることがある。 

 

11．その他 

(1)企画提案書等の提出に必要な費用は企画提案者の負担とする。 

(2)一者につき、一提案とする。 

(3)企画提案書類の変更、差し替え又は再提出は認めない。 

(4)以下のいずれかに該当する場合、提案書の無効、失格となることがあるので注意すること。 

ア 定められた日時及び場所に提出されなかった場合 

イ 虚偽の記載があった場合 

ウ 選考会での選考結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 

エ 提出書類に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合 

オ 本要領に示す記載内容に従わない場合 

カ 本要領に定める参加資格要件を満たさない者が提出した場合 

キ 見積金額に、当該金額の 100 分の 10 に相当する金額を加算した金額（当該金額に１円未満の端

数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）が「５．事業費」の上限額を超過した場合 

(5)提出された企画提案書等全ての資料は返却しない。 

(6)提出書類の著作権は企画提案者に帰属するものとし企画提案者に無断で使用することはない。ただ

し、当市は本企画競争手続き及びこれに係る事務処理に必要な範囲において、企画提案書の複製、記

録又は保存等を行う。 

(7)提出された全ての書類は、選考結果公表後に八戸市情報公開条例（平成 14 年八戸市条例第６号）に

基づき公開することがある。 


